
◇徴収猶予の「特例制度」の手引き◇ 
 

徴収猶予の特例制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例制度を受けるための要件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税法等の一部を改正する法律の施行により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の

特例が制度化されました。申請することにより、１年間に限り、町税の徴収が猶予されることにな

ります。 

＜特例制度の特徴＞ 

〇 担保の提供は不要です。 

〇 猶予期間中の延滞金が全額免除されます。 

＜猶予が認められると＞ 

① 納期限から１年間を限度に町税の徴収が猶予されます。 

② 猶予した町税について、新たな督促や差押えなどの滞納処分が行われません。 

③ 猶予期間に発生した延滞金は全額が免除されます。 

＜徴収猶予の特例制度を受けるための要件＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が相当程度減少し、かつ、一時に納

付し、又は納入することが困難である方が申請することができます。 

① 事業等（事業売上、給与収入など）に係る収入が相当程度減少 

新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において、収入

が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。 

② 一時に納税を行うことが困難であること 

納税を行うことにより少なくとも向こう半年間の事業資金や生活資金等について、困難と認めら

れる場合であること。 

＜申請期限＞ 

令和２年６月３０日、または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。 

＜対象となる市税＞ 

令和２年２月１日から令和３年２月１日までに納期限が到来する、全ての町税が対象となりま

す。 

※ご注意 

令和３年２月２日以降に納期限を迎える町税については、徴収猶予の特例制度の対象となりま

せん。 

 



手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申請書の作成・提出＞ 

① 「徴収猶予申請書」に必要な書類を添付して提出します。 

<添付資料>  

・申請額が100万円以上の方は、財産目録と収支の明細書 

・申請額が100万円未満の方は、財産収支状況書 

・令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べ

て概ね20％以上減少していることがわかる書類 

 （個人であれば給与明細や預金通帳の写し、法人であれば売上帳や預金通帳の写しなど） 

・一時に納付不可・困難とわかる書類 

 （個人の場合は預金通帳の写し、法人の場合は預金通帳の写しや現金出納帳など） 

② 提出方法 窓口、郵送、eLTAX での提出 

③ 提出先及び問い合わせ先 

〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上945 

税務課 収納対策係 

電話番号 ０５９６－５２－７１４３ 

＜提出された申請書等の審査＞ 

提出された申請書や添付書類等の内容を審査して、猶予の許可（不許可）、猶予を許可する 

金額や期間などの審査を行います。なお、申請書等に不備がある場合、一定期間内に補正をし

ていただく必要があります。 

 

＜猶予申請が許可された場合＞ 

猶予が許可された場合は、「徴収猶予許可

通知書」が送付されます。 

※猶予期間内における途中での納付や分

割納付など、状況に応じて計画的に納付し

ていただくことは可能です。 

※申請が許可された場合でも、一定の要件

（破産・競売等）により猶予が取り消されるこ

とがあります。 

 

＜猶予申請が不許可となる場合＞ 

一定の場合には猶予が許可されない場合

があります。この場合には、「徴収猶予不許

可通知書」が送付されます。 

 

※この申請が不許可となった場合でも、法

律等に定められた一定の要件に該当する場

合には、他の制度（換価の猶予）の猶予が

受けられる場合があります。 

 


